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といったことである。 
b 関連する事業者・業界団体へのアンケート調査・ヒアリングが考えられる。例
えば、入札参加登録業者に対して、以下のような内容のアンケートやヒアリング
を行うことが考えられる。  
① 一般競争入札の発注情報をどこで知ったか  

② 発注情報を得ていたにもかかわらず、一般競争入札に参加しなかった時の理由 

③ 現行制度の不満点はあるか  
なお、②については、アンケートを有用なものとするために、「業務範囲外の

ため参加しなかった」という理由は除く必要がある。  
c 特殊な技術やノウハウが要求されるため、1者応札しか見込めない業務について
は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく、随意契約への変更が考え
られる。  
ただし、この理由が相当であるか否かについては、慎重に判断しなければなら

ない。例えば、1者応札しか見込めない現状であって、それが特殊な技術やノウハ
ウが要求されるという理由になるのであれば、毎期、その理由について継続的に
そのことがいえるかどうかの判断を行う必要がある。そして、このような手続上
のインフラを整備した上で、随意契約への変更措置をとらなければならない。こ
の際、次のようなことに留意することが望ましい。  
① 契約に関する会議の際には、特に議事録は要求されていないが、契約方法の検
証は非常に重要なことであることから、議事録をとる必要がある。しかし、いつ、
誰が、どのようなことを、どのように、何を決定したかを明確にする必要がある。
そして、可能であれば、金額が大きいなどの、重要な委託業務などについては、
議事録の要旨をホームページ上で公開する  
② 他社との競争が可能な部分については、切り離して発注する。 

出納局と十分協議し、慎重に対応していきます。 
 
【出納局】 
入札参加者が１者になった場合の対応方法を規定し

た「三重県物件関係１者入札対応について」を各所属に
改めて周知するとともに、各所属が１者入札の有効性を
判断したときはその理由を具体的に記録するよう指導
しました。 
なお、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に

基づく随意契約への変更については、地方公共団体が行
う物件関係の調達は一般競争入札が原則であることか
ら、今後も各所属と十分協議し、慎重に判断していきま
す。 

（４）切手の管理について 

【結果】 
郵券証書類（切手）の受払簿（平成22年3月分）について上席者の承認が漏れて

いた。 
切手は、換金が容易であり流用の危険性が高い資産であるため、いかなる理由

であっても、上席者による承認は欠かすべきでない。 

【健康福祉部】 
改めて三重県会計規則、事務決裁委任規則を遵守し、

適正に処理することとし、この旨所長から全職員に周知
しています。 

【意見】 
 

100 円切手については年間使用実績（406 枚）の 3 倍以上（1,300 枚）も年間で購
入しており、一般的に出先機関は、職員による不正流用を防止する観点からは多
額の現金等を保有すべきではないと考えられる。この点、切手は即時に換金可能

【健康福祉部】 
切手購入にあたっては、計画的かつ必要最小限の枚数

を購入しています。また、平成２３年度からは原則とし
て後納郵便制度を利用しています。 

健康福祉部 
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な資産であるため、その購入は必要最小限にとどめることが望ましい。  

（５）研究室のセキュリティについて【意見】 

 

研究所はセキュリティ会社に警備を委託しており、夜間は人の出入りに反応す
る赤外線センサーが働いているが、日中は当該機能は働いておらず、薬品を扱う
研究室を含む使用頻度の高い部屋は施錠されていないことが判明した。また、棟
入口に人や警備員はおらず、日中は棟への出入りが実質的に自由となっている。  
研究室は入り組んでおり研究者の人数も少ないため、外部の者の入室に気付か

ないおそれがある。  
また、保健環境研究所は三重県環境学習情報センターとの合同庁舎となってい

るため、他の研究所に比べ外部の人間が出入りする頻度は高い。さらに、他の研
究所に比べ扱う研究対象の危険性が高い。  
扱う薬品数が他の研究所に比べ非常に多いため、それを随時鍵のかかる場所に

保管するにも限界があると考えられるため、人のいない部屋についてはこまめに
施錠する等改善策を講じることが望ましい。 

【健康福祉部】 
研究所職員に対して、使用していない部屋の施錠等の

管理を周知・徹底しています。 

健康福祉部 
 
 
 
 
 
 

（６）備品シールの貼付されていない備品について【結果】 

 

現物は全てあったが、1点管理番号シールの貼付されていない備品（ノートパソ
コン）が発見された。  
ノートパソコンは持出し可能なものであり、個人流用が可能な資産である。管

理番号シールの貼付により、研究所の所有であることを明確化することが必要で
ある。 

【健康福祉部】 
備品シールが貼付されていない備品には、備品シール

を貼付し、三重県会計規則に基づく適正な備品管理を行
っています。 
 

健康福祉部 
 
 
 

（７）備品の現物確認に関する規程の整備の必要性について【意見】 

 

備品の現物確認の実施に関するマニュアル等はなく、各研究所がそれぞれ独自
の方法により行っていることが判明した。  
備品についてその使用状況を定期的に現物で確認し、廃棄すべきものの峻別を

行うためのルールを定めることが望ましい。 

【健康福祉部】 
 三重県会計規則に基づく自己検査要綱において、備品
の現物確認を年 1回行うとともに、使用状況の確認を行
い適正に管理しています。 

健康福祉部 
 
 
 

（８）鉱泉分析手数料の改訂について【意見】 

 

分析に係る手数料については、平成17年度以降、改訂には至っていない。改訂
の判断に際して作成された資料は特に保管されておらず、上記の説明に従って改
訂の要否が判断されているか否かを文書によって確かめることが出来なかった。  
手数料改訂の要否を検討した資料について、その結論に至る過程が明確となる

よう、決裁書類等として整理・保存しておくことが望まれる。 

【健康福祉部】 
分析に係る手数料の改定にあたっては、改定の要否に

かかわらず、手数料の積算根拠、その判断の基準等の資
料を決裁し保存しています。 

健康福祉部 
 

（９）鉱泉分析の手数料表示について【結果】 
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め、適用は適切ではないと考える。例外規定は出来るだけ限定的に捉えるべきで
ある。  
契約書が作成されていなければ、契約違反や業務の遅延等の問題が発生した場

合に契約内容が証明できないため、契約書は必ず作成し、当研究所にて 1 部保管
すべきである。 

（２）1者応札の契約に関する取扱について【意見】 

 

一般的に１者応札の場合には、毎年同一業者が入札する傾向にある点及び落札
率が高止まりする傾向にあるのが現状である。そこで、次のような対応をとるこ
とが考えられる。なお、下記のaは入札をより有意義なものにするための工夫であ
り、一方、bは、随意契約の方が優位であることを示すことができるときのみにと
る対応である。  
現状、契約関係の諸手続については、県の会計規則における要求事項に準じて

いるため下記の意見については、研究所のみの独断で対応できるものではないも
のが含まれている。そのため出納を所管する部署が主導して研究所と協議の上で
検討することが望ましい。 
a 関連する事業者･業界団体へのアンケート調査･ヒアリングが考えられる。例え
ば、入札参加登録業者に対して、以下のようなアンケートを行うことが考えられ
る。  
① 一般競争入札の発注情報をどこで知ったか  

② 発注情報を得ていたにもかかわらず、一般競争入札に参加しなかった時の理由 

③ 現行制度の不満点について  
なお、②については、アンケートを有用なものとするために、業務範囲外のため
参加しなかったという理由は除く必要がある。  
b 特殊な技術やノウハウが要求されるため、1者応札しか見込めない業務について
は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく、随意契約への変更が考え
られる。ただし、この理由が相当であるか否かについては、慎重に判断しなけれ
ばならない。例えば、1者応札しか見込めない現状であって、それが特殊な技術や
ノウハウが要求されるという理由になるのであれば、毎期、その理由について継
続的にそのことがいえるかどうかの判断を行う必要がある。そして、このような
手続上のインフラを整備した上で、随意契約への変更措置をとらなければならな
い。この際、次のようなことに留意することが望ましい。  
① 契約に関する会議においては、議事録は要求されていないが、契約方法の検証
は非常に重要なことであることから、議事録をとる必要がある。しかし、議事録
は、いつ、誰が、どのようなことを、どのように、何を決定したかを明確にする

【環境森林部】 
研究所で購入する試験研究機器類は、専門性が高く特

殊な機器が多いため、入札業者が限られる傾向にありま
すが、公平・公正性・透明性・競争性の観点から原則一
般競争入札を実施しています。 
 入札の結果、１者応札となった場合には、出納局通知
の「三重県物件関係１者入札対応について」に基づき対
応しています。 
 また、併せて１者入札の有効性を判断したときは、そ
の理由を起案文書に具体的に記録しています。 
 なお、一般競争入札が原則であることから、地方自治
法施行令第167条の2第１項第2号への変更については、
出納局と協議し、慎重に判断していきます。 
 

【出納局】 
入札参加者が１者になった場合の対応方法を規定し

た「三重県物件関係１者入札対応について」を各所属に
改めて周知するとともに、各所属が１者入札の有効性を
判断したときはその理由を具体的に記録するよう指導
しました。 
なお、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に

基づく随意契約への変更については、地方公共団体が行
う物件関係の調達は一般競争入札が原則であることか
ら、今後も各所属と十分協議し、慎重に判断していきま
す。 

環境森林部 
 
出納局 
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ために必要である。そして、可能であれば、金額が大きいなどの、重要な委託業
務などについては、議事録の要旨をホームページ上で公開する  

② 他者との競争が可能な部分については、切り離して発注する  
（３）予定価格の算定における経済面への考慮について【意見】 

 

委託業務について、前年度の契約先から見積もりをとることが多いことなどか
ら、業務内容が変わらない限り、予定価格は一定にしている場合が多いとのこと
であるが、より経済的に業務委託をするためには、前期の実績工数を提示させ、
前期見積と比較するなどにより無駄に工数がかかっていないか、見積が大きすぎ
ないかどうかを検討することが望ましい。 

【環境森林部】 
当所の委託業務は、庁舎管理に係る業務及び育種林整

備事業であり、予定価格を算定する際には、事業内容を
精査し、無駄な工数や過大な見積もりの有無について検
討し、対応しています。 

環境森林部 
 

（４）備品購入費の 1者応札の契約に関する取扱について【意見】 

 

平成21年度に支出した備品購入費については、決裁書等の書類の整備、資料間
の整合性の確保等、形式的な手続面については問題はなかった。しかし、一般競
争入札を行った案件については、いずれも落札率が高く十分な競争性や経済性が
確保されていたというには疑問が残る。  
１者応札の案件について、(2)アの意見を参考に、選定過程を再検討することが

望まれる。 

【環境森林部】 
備品購入においても、公平・公正性、透明性、競争性

の観点から一般競争入札を実施しております。 
 しかし研究所で購入する備品のうち、試験研究機器類
は、専門性が高く特殊な機器が多いため、入札業者が限
られる傾向にあります。 
そのため、出納局通知の「三重県物件関係１者入札対

応について」に基づき対応しています。 
また、併せて１者入札の有効性を判断したときはその

理由を起案文書に具体的に記録しています。 
なお、一般競争入札が原則であることから、地方自治

法施行令第 167条の 2第 1項第 2号への変更については、
出納局と協議し、慎重に判断していきます。 

環境森林部 
 

（５）使用していない農薬の計量について【結果】 

 

実際保有量を計量し、研究所作成の調査報告書（平成22年5月28日付け）とその
後の使用を記録した受払簿の合計との一致を確かめたところ、1件（ディプテレッ
クス乳剤（劇薬）、報告書残高532g）について実際残高が180g多かった。  
記入漏れや不正な持ち出しによる流用のおそれがあるため、受払簿での入出管

理と定期的な残高管理の双方を行い、不正な利用や盗難などを把握する必要があ
る。したがって、規程に定められた月には残量を測定し、その記録に基づき報告
すべきである。 

【環境森林部】 
林業研究所毒劇物管理規程を順守し、３か月ごとの保

管量の報告にあたっては、その期間の使用実績の有無に
関係なく残量を測定するよう徹底しました。 

環境森林部 
 

（６）鍵の管理について【結果】 
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しかし、使用許可申請書の決裁欄に日付を記載する欄がなく、決裁日付が記載
されていなかった。決裁欄に日付がない場合、いつ決裁されたものなのか客観的
に確認できず、設備機器等の使用において問題が発生した場合においても事前に
許可がなされていたのか証明できない。また、事後承認が横行する要因となって
しまう。  
したがって、決裁欄に日付が入るように様式を変えるか、決裁欄に日付を記入

することが望ましい。 

その後、正式の申請書の提出を受け、決裁承認するに
あたっては、決裁欄への日付記入を徹底するよう改善し
ました。 

（２）設備機器の有効活用について【意見】 

 

設備機器等の開放について、さらに有効なものとするためには、企業のニーズ
を調査した結果、企業から要望のあった設備機器等については、現在開放されて
いないものについても開放を検討することが望まれる。設備機器等開放について
の意見があれば詳しく調査し、反映できるものについては反映していくことが望
まれる。また、サービス向上についてだけでなく、今後開放してほしい設備機器
等についての項目を増やすなどにより内容を充実させ、今後の設備機器等の開放
に役立てることが望まれる。 

【農水商工部】 
当研究所の管理上支障があると認められるとき（危険

であるとき）など幾つかの理由を除き、全ての機器は開
放を前提としており、毎年度開放機器リストの見直しを
実施していますが、２３年度から機器利用者へのアンケ
ート項目の見直しを行い、企業の技術的支援の強化や機
器開放ニーズ把握に努めています。また、今まで開放し
ていなかった機器をH24年4月から開放できるよう手続
き中です。 

農水商工部 

（３）設備機器等の廃棄について【意見】 

 

開放されている設備機器等で使用実績が3年間無いものは開放対象から外して
いる。当設備機器等を利用した研究や試験期間も終了し、当研究所での使用見込
みがなく、さらに利用の促進を図っても、企業からの利用のニーズがない設備機
器等については、保有することにより維持費だけがかかり不経済である。  
したがって、開放対象の設備機器等から外すだけでなく、稼働状況の如何によ

っては廃棄についても検討することが望ましい。 

【農水商工部】 
平成 22 年 11 月に所内全件の備品の確認検査を実施

し、その際今後使用見込みの無い機器については平成 23
年 1 月に廃棄処理を行いました。 

また、平成 23 年度から使用見込みの無い機器につい
ては廃棄する際に「一般備品廃棄チェックシート」を作
成し、このシートにより過去 5 か年の使用実績や備品の
状態等についてチェックすることとし、このチェック結
果を踏まえて「廃棄」「修理」等の判断を行うこととし
ました。 

農水商工部 

（４）委託先選定理由の文書化について【意見】 

 

「重点地域研究開発推進プログラム（育成研究）―マルチカラーメッセージデ
ィスプレイ用高輝度酸化物蛍光体の研究開発」は選定過程についての文書が作成
されていなかった。  
選定過程が残されていない場合、選定先の企業や大学が個人の都合や作為によ

り選定されていても発見されない可能性がある。そのため、特に今回のように委

【農水商工部】 
平成 23年 11 月に工業研究所競争的研究資金参画企業

等審査委員会運営要領を策定し、本要領に基づいて企業
等の選定理由を記載した委託先機関選定調書を作成し、
審査委員会で企業等の選定が適正かどうかについて審

農水商工部 
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託金額が多額になる場合は、その選定過程について文書を残すことが望ましい。 査することとしました。 
（５）共同参加企業の選定業務のマニュアル化について【意見】 

 

競争的研究プロジェクト受託事業の運営については「競争的研究資金事務処理
マニュアル（研究所用）」があるが、共同参加の企業の選定についてはマニュア
ルに明記されていなかった。当研究所の行う競争的研究プロジェクト受託事業に
ついては、金額も多額であり業務も複雑である。業務の適正化を図るため、上記
の選定過程の文書化も含め業務全体の流れを洗い出し、応募の決定から報告書の
提出までに必要な手続きをマニュアルに追加することが望ましい。 

【農水商工部】 
平成 23年 11 月に工業研究所競争的研究資金参画企業

等審査委員会運営要領を策定し、本要領に基づいて企業
等の選定理由を記載した共同参画機関選定調書を作成
し、審査委員会で企業等の選定が適正かどうかについて
審査することとしました。 

農水商工部 

（６）知的財産の申請について【意見】 

 

知的財産申請中の案件について、管理している台帳を作成していないため、手
控えをもとに研究者に内容確認をし、事業報告に記載している。申請中の案件の
進捗状況を適切に把握するため、管理台帳を作成することが望まれる。 

【農水商工部】 
進捗管理が円滑に行えるように既存の特許管理台帳

とは別に、現在進行中の知的財産管理案件、公開待ち及
び審査請求中の案件を登載した管理台帳を作成し、進捗
状況が一目で把握できるようにしました。 

農水商工部 

（７）コストを勘案した料金設定について【意見】 

 

全体的にコストに比較して手数料・使用料が低いため、手数料については、概
算結果を元に経済状況を加味して一律1.18倍の値上げ、機器使用料1.11倍の値上
げを提案しているが、零細企業のコスト負担に対する憂慮もあり、県民ニーズの
さらなる分析をもとに再検討することとなり、平成19年度においては見直しは1年
保留された。  
零細企業保護目的により料金改定を保留すること自体は否定されるものではな

い。しかし、上記の通り種別により乖離率は様々であるため、種別間の不公平感
を排除するため、一律ではなく乖離率を勘案して料金改定を検討することが望ま
しい。 

【農水商工部】 
平成２３年度に開放機器使用料並びに依頼試験手数

料にかかる算定基準を策定し、これら使用料及び手数料
の試算（見直し）を行いました。 
この試算の結果、現行料金との乖離率が 20％以上のも

のについて、料金改定する方向で検討を進めています。 
実際の料金改定は、平成２４年６月議会において「産

業振興戦略（仮称）」の制定や「科学技術振興ビジョン」
改定を上程する予定であり、これらの成り行きを踏まえ
て改定の作業を行う予定です。 

農水商工部 

（８）料金改定検討過程の文書化について【意見】 

 

平成 20 年度に手数料に関する利用者アンケートの結果が添付されていたもの
の、詳細な検討・議論の経緯は残っておらず、見直しはしないという決裁のみが
添付されていた。平成 20 年度においては、平成 19 年度において問題提起された
事項を受けて詳細検討し、その結果をもって判断したという過程を記録するべき
であったと思料される。 

【農水商工部】 
今後は、決裁書類の一部として詳細な検討・議論の経

緯記録を残すよう取り組んでいきます。 
なお、今回の依頼試験手数料及び開放機器使用料の見

直しに関する検討会議議事録や料金試算定資料及びそ
の起案文書等を所定のファイルに綴り保管しました。 

農水商工部 
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（９）機器使用料の弾力的改訂について【意見】 

 

開放されている設備機器の利用状況が思わしくない。すでに計算上は減価償却
を終えた資産については、規程の範囲内で値下げを行い、設備機器の利用促進を
図ることが望まれる。 

【農水商工部】 
開放機器使用料にかかる算定基準を策定する際、１０

年を超える機器については減価償却が終了したものと
見なし、改めて試算を行った結果、料金改定する方向で
検討を進めています。 
実際の料金改定は、平成２４年６月議会において「産

業振興戦略（仮称）」の制定や「科学技術振興ビジョン」
改定を上程する予定であり、これらの成り行きを踏まえ
て改定の作業を行う予定です。 

農水商工部 

（１０）生産物売払い価格について【意見】 

 

酒類製造用の酵母についても売払いを行っているが、売り払い単価については、
設定当初（平成 9年頃および平成 16 年頃）から定期的な見直しは行っていない。
酵母についても実勢価格を調査し、定期的な見直しを検討することが望まれる。 

【農水商工部】 
２０都道府県の分譲酵母販売（実勢）価格調査を行い、

この結果を踏まえて当県の売り払い価格の積算根拠等
についても改めて検討・見直しを行い、平成２４年度か
ら価格改定をすることとしました。今後とも定期的（３
年に１回）に価格の見直しを行います。 

農水商工部 

（１１）出勤簿の押印漏れについて【意見】 

 

業務補助職員及び嘱託職員については、月末に翌月の勤務予定報告を提出する
が、補助職員及び各々の所属長の押印及び確認が残っていないものが散見された。 
 文書をチェックした場合には、所属長が責任を負うという観点から、押印を付
す等の証跡を残すことが望ましい。 

【農水商工部】 
平成２２年度から全庁的に総務事務システムに移行

し、勤務予定についてもすべてシステム上で処理されて
おり、所属長の勤務予定確認の証跡が残るようになって
います。 

農水商工部 

（１２）休暇残日数の管理について【意見】 

 

休暇残日数について、明確に管理した資料が認められなかった。（鉛筆書きで累
計日数をメモする程度である。）嘱託職員については変則的な出勤形態であり、休
暇残日数の管理が特に煩雑であるため、明瞭な方法で記録することが望ましい。 

【農水商工部】 
平成２２年度から全庁的に総務事務システムに移行

し、休暇伺い等についてもすべてシステム上で処理され
ており、休暇残日数も明確に記録されるようになってい
ます。 

農水商工部 
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（１３）予定価格算定の根拠について【意見】 

 

予定価格算定の根拠資料を確認したところ「液体窒素製造装置の改造委託業務」
については、設計書等の根拠資料を確認できなかった。以下の点から根拠資料を
残すことが望ましい。  
a見積書もしくは積算書類を作成・添付することで算定根拠を整理することができ
る上、予定価格の妥当性も保たれる  
b次回に同様の契約をする際にも参考になり効率的な入札を行うことができる  
したがって、金額が電話による問い合わせの場合も、問い合わせた業者や簡単

な明細を記載した書類を残すことが望ましい。 

【農水商工部】 
平成２３年９月から予定価格算定の根拠資料として、

「積算価格に関する調書」を作成することとしました。
この調書において見積書徴収業者、見積書徴収方法、見
積金額を記載するとともに、積算価格の妥当性につい
て、前回購入時の価格や委託業務内容実績等とも比較す
るなどの検証結果を記載することとしました。 

農水商工部 

（１４）予定価格の算定における経済面への考慮について【意見】 

 

予定価格及び契約金額の推移状況について検討したところ、委託業務について、
前年度の契約先から見積もりをとることが多いことなどから、業務内容が変わら
ない限り、予定価格は一定にしている場合が多いとのことであった。  
しかし、より経済的に業務委託をするためには、前期の実績工数を提示させ、

前期見積と比較するなどにより無駄に工数がかかっていないか、見積が大きすぎ
ないかどうかを検討することが望ましい。予定価格が流動的になれば、契約金額
も流動的となり、経済面をより考慮した契約業務を行うことができると考えられ
る。 

【農水商工部】 
平成２３年９月から予定価格算定の根拠資料として、

「積算価格に関する調書」を作成することとしました。
この調書において見積書徴収業者、見積書徴収方法、見
積金額を記載するとともに、積算価格の妥当性につい
て、前回購入時の価格や委託業務内容実績等とも比較す
るなどの検証結果を記載することとしました。 

農水商工部 

（１５）発注規模の見直しについて【意見】 

 

「平成19～22年度窯業研究室総合管理業務委託（窯業）」に関して、当該業務
は、清掃・消防設備保守業務であり、特殊なノウハウや技術が要求される業務と
はいえないが、１者しか応じない要因は分からないとのことである。入札時の地
域要件は、三重県全域としており、特段要件を厳しくしているわけではない。  
そこで、対応策として発注規模を見直すことが考えられる。例えば、清掃、除

草、保守のように発注規模を細分化することが一案ではないかと考える。 

【農水商工部】 
同業務について検討した結果、業務の発注規模の見直

し（細分化）を行うと、発注後の業者が異なるため各業
務間の作業スケジュールの調整が困難となります。 
また、仕様書において業務の一部を再委託することに

ついても一定割合（業務量の１/３まで）までは認めて
いるので、既に幅広い業者の参加に配慮しているもので
あり、メリット・デメリットを総合的に比較勘案すると、
発注規模の細分化は必ずしも有効な手段とはならない
との結論に至りました。 
一方で、前回入札時の公告期間の短さ（10 日間）に問

題があったことを踏まえ、22 年度末に実施した現在の契
約分（平成 23～25年度）においては公告期間を拡大（37

農水商工部 
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日間）したところ、申請業者は増加しました。 
今後も個別案件ごとに、入札公告期間の拡大や地域要

件の見直し、参加資格要件設定の是非等について対応し
ていきます。 

（１６）研究課題の評価と予算の関連性について【意見】 

 

現状、研究課題の中間評価に応じて予算が変動することはないとのことである 
が、研究者のモチベーションを上げるためにも、中間評価の良かったものは、予
算を増やす等の工夫を行ってもよいのではないかと考える。 

【農水商工部】 
研究者のモチベーションを高めるため、平成２３年度

に検討した下記の取組について、平成２４年度から実行
に移すこととなりました。 
① 研究最終年度又は次年度以降の研究予算に配慮す

る。 
② 国内学会等での発表機会を与える。 
③ なお、研究評価委員会で評価の高かった課題につい

ては、職員に対して発表する機会を提供する。 

農水商工部 

（１７）廃棄済みの備品の台帳除外漏れ【結果】 

 

備品について、備品台帳からサンプルを抽出し実査を行ったところ、パーソナ
ルコンピュータが平成 21 年度 12 月、既に現物が廃棄されていたにもかかわらず、
廃棄時に必要な手続である、物品返納書、物品不要決定・分類換決議書及び処分
決議書の作成・決裁がなされておらず、備品台帳に記載されたままであった。廃
棄を備品台帳に漏れなく正確に反映させるため、廃棄時には現物と必要な文書の
照合を行うことを徹底すべきである。 

【農水商工部】 
平成２２年１１月に所内全件の備品の確認検査を実

施し、データと現物の照合を行い指摘のあった備品台帳
データの削除を行いました。 
今後、廃棄時の現品確認を徹底し、台帳データと現物

の齟齬がないよう徹底してまいります。 

農水商工部 

（１８）備品台帳への記載漏れ【結果】 

 

現在実際に使用されているディープフリーザーについて、備品一覧に記載され
ていなかった。 
備品の不正な転用防止の観点から、廃棄処理手続きをした備品が、間違いなく

廃棄処理されたことの確認を徹底すべきである。 

【農水商工部】 
平成２２年１１月に所内全件の備品の確認検査を実

施し、指摘のあった備品について再登録を行いました。 
 今後、廃棄時の現品確認を徹底し、台帳データと現

物の齟齬がないよう徹底してまいります。 

農水商工部 

（１９）備品シールの添付漏れ【結果】 
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備品シールを添付し忘れた保温測定装置、遠心分離機が発見された。  
備品シールの添付漏れは毎年適切に現物と台帳の照合が行われていれば本来は

発見される事項であり、このような状況では毎年適切に棚卸が行われているかが
疑問とされる。備品の現物照合の際、現物の有無を確かめると共に、備品シール
の添付を確かめた上で台帳と付け合わせることを徹底すべきである。 

【農水商工部】 
平成２２年１１月に所内全件の備品の確認検査を実

施し、指摘のあった備品について備品シールを貼付済み
です。 
今後、廃棄時の現品確認を徹底し、台帳データと現物

の齟齬がないよう徹底してまいります。 

農水商工部 

（２０）廃棄予定の物品について【結果】 

 

既に使用されておらず、今後も使用見込みのないコンピュータおよび、使用見
込みのない備品数点が台帳に記載されていることが発見された。  
長期間使用されないまま保管することなく、適時有効な処分を行うためには、

当該備品が機能的に利用可能か又は廃棄すべきか否かについて、実査を通じて把
握し、これを記録しておくことが望ましい。 

【農水商工部】 
平成２２年１１月に所内全件の備品の確認検査を実

施し、今後使用見込みの無い物品については平成 23 年 1
月に廃棄処理を行いました。 
毎年実施する物品検査時に、現在の使用状況について

「使用状況」「動作可否」を記録しています。 

農水商工部 

（２１）研究室のセキュリティについて【意見】 

 

薬品を管理する部屋については、管理棚の施錠はなされていたが、日中は職員
の出入りがあるため、部屋の施錠がされていない。人の出入がない研究室も、日
中は棟の入り口および部屋が開放されていた。このような状況下であると、薬品
棚の施錠を怠ってしまった場合、持ち出し・盗難のおそれがある。  
したがって、薬品を保管する部屋については、使用していない場合は施錠する

ことが望ましい。 

【農水商工部】 
薬品を保管する部屋については、使用していない場合

は施錠することを徹底することとし、このため、施錠を
要する部屋については部屋入口に「常時施錠」のラベル
を貼付し、職員の注意を喚起しました。 

農水商工部 

（２２）領収書の連番管理について【結果】 

 

ア 領収書の連番漏れについて  
領収書の連番漏れが発見された。書き損じたが、当該部分を廃棄してしまった

ため連番が続いていないとのことである。  
イ 領収書の連番重複について  

領収書について、平成22年3月17日分と平成22年3月18日の別の取引であるにも
かかわらず、重複した番号で領収書が作成されていた。上記のような事象は、連
番の記入が「領収書の内容を記入してから連番を打つ」といった後付作業になっ
ているために生じたとのことである。  
ア、イいずれも共通であるが、そもそも領収書に連番を付す意味は網羅的に収入
を把握しているか検証し、収入金の不正流用を防止することにある。これを念頭
において、収入と領収書金額の合計額の一致を定期的にチェックすべきである。 

【農水商工部】 
平成２３年度から現金収納事務処理に伴うミスを防

止するため、「現金受入票番号一覧表」を新たに作成し、
機器使用（依頼試験）受付簿と照合することにより領収
書の連番漏れや連番重複といったミスを防止できるよ
うに事務処理方法を改善しました。 
 また、書き損じについても破棄せず保管することとし
ました。 

農水商工部 
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 また、書き損じについても、領収書にマークを付す、控えとともにホチキス止
めするなどの方法により使用不能な状態にしておくことが必要である。  
また、領収書はシステム上、現金日計表及び歳入の金額を入力するため重要な

原始証憑となっているため、現状の運用状況は早期に改善されるべきである。 

（２３）建物の防火対策について【意見】 

 

抽出したサンプルのうち、金属試験室実験棟にある高周波誘導電気炉について
は現在使用されていなかった。 
金属試験室実験棟には同様の金属を融解するための機器が多く見受けられた

が、棟の火災等への対応としては消火器が１つあるだけであった。  
研究所自体では付保等を決定する権限がないということを鑑みると、県自体が

金属溶解に伴う火災等の危険度を把握し、防火対策を行うのが望ましい。 

【農水商工部】 
消火器を１本増設し、計２本設置しました。 
さらに、金属溶解実験時の防火対策として、溶融金属

には砂をかけることが有効であるため、砂を入れた防火
用赤バケツを３個設置しました。 
 また、金属研究室の火災発生時の対応マニュアルを策
定し、職員に周知しました。 

農水商工部 
 
 

（２４）地目の相違について【意見】 

 
現況地目は宅地であるにもかかわらず、登記簿上の地目が雑種地となっていた。 
登記簿上の地目変更を行うには経費が必要であるが、実態と台帳が乖離してい

るのは好ましい状況ではないため、改善を検討することが望まれる。 

【農水商工部】 
平成２３年７月に地目変更登記申請を行い、７月８日

付けで地目変更登記完了しました。 

農水商工部 

（２５）地積の相違について【結果】 

 

大字志知字西山（地番 208）について、登記簿上の地積は 7,752 ㎡であったが、
台帳上取得時公簿面積は 7,599 ㎡となっていた。しかし、登記簿によれば錯誤に
より、平成 22 年 3 月 23 日に 7,752 ㎡に地積が変更されている。台帳に記入すべ
き面積は県規則によれば実測面積であるが、これも公簿面積と同様、7,599 ㎡とな
っていた。台帳で管理されているデータと実物が乖離してしまうのでは、台帳管
理の趣旨が形骸化してしまうため、早期に適切な数値に修正すべきである。 

【農水商工部】 
平成２２年１０月１日付けで財産台帳の地籍修正を

完了しました。 
なお、今後このような事象（地積更正）があった際は、

申請者（嘱託者）との連絡を徹底し、登記後速やかに台
帳データを修正するよう努めます。 

農水商工部 

（２６）耐震について【意見】 

 

薬品庫の「薬品棚」については耐震対策がなされていたが、薬品庫の「薬品棚」
以外の棚については耐震対策がなされていないことが判明した。「薬品棚」以外
の棚にも医薬品外劇物や薄めた塩酸等が置いてある。毒劇物管理者は耐震の重要
性を認識しており、その棚の危険性を認識しているが、具体的な耐震対策ができ
ていない状況である。  
したがって、少なくとも紐等で固定するなど応急処置を棚に行うことが望まし

い。 

【農水商工部】 
耐震対策がなされていない「薬品棚」以外の棚につい 

ても、平成２２年１１月に耐震棒を取り付けるとともに
留め金具にて転倒防止対策を講じました。 

農水商工部 
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一般競争入札の結果、1者応札となった契約については、毎年同一業者が入札す
る傾向にある点及び落札率が高止まりしている業務が多いのが現状である。  
そこで、次のような対応をとることが考えられる。なお、下記のa及びbは入札

をより有意義なものにするための工夫であり、一方、cは、随意契約の方が優位で
あることを示すことができるときのみにとる対応である。  
現状、契約関係の諸手続については、県の会計規則における要求事項に準じて

いるため下記の意見については、研究所のみの独断で対応できるものではないも
のが含まれている。そのため出納を所管する部署が主導して研究所と協議の上で
検討することが望ましい。 
 
a 品質の向上と入札参加範囲の両立できる範囲内での入札参加条件の緩和が考え
られる。 
b 関連する事業者・業界団体へのアンケート調査・ヒアリングが考えられる。例
えば、入札参加登録業者に対して、以下のような内容のアンケートやヒアリング
を行うことが考えられる。  
① 一般競争入札の発注情報をどこで知ったか  

② 発注情報を得ていたにもかかわらず、一般競争入札に参加しなかった時の理由 
③ 現行制度の不満点はあるか  
 
なお、②については、アンケートを有用なものとするために、業務範囲外のため
参加できなかったという理由は除く必要がある。  
c 特殊な技術やノウハウが要求される業務 については、地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号に基づく、随意契約への変更が考えられる。この理由が相当であ
るか否かについては、慎重に判断する必要がある。例えば、1者応札しか見込めな
い現状であって、それが特殊な技術やノウハウが要求されるという理由になるの
であれば、毎期、その理由について継続的にそのことがいえるかどうかの判断を
行う必要がある。この際、次のようなことに気を付ける必要がある。  
① 契約に関する会議において、議事録は特に要求されていないが、契約方法の検
証は非常に重要なことであることから、議事録をとる必要がある。しかし、議事
録は、いつ、誰が、どのようなことを、どのように、何を決定したかを明確にす
るために必要である。そして、可能であれば、金額が大きいなどの、重要な委託
業務などについては、議事録の要旨をホームページ上で公開する  

② 他社との競争が可能な部分については、切り離して発注する  

【農水商工部】 
今回１者入札となった電気保安にかかる業務委託は、

一般電気事業者にとっては特殊な業務であるため１者
入札になる傾向にあると考えられますが、複数年契約で
あるため次回の入札時において、他の電気事業者にも聴
取りを行い、また仕様の見直し等できる限り入札の競争
性を確保するよう検討します。 
それでも再度１者入札となる場合は、出納局が示す

「三重県物件関係１者入札対応について」（平成 23 年 3
月 30 日再周知）に基づき適切に対応し、１者入札の有
効性を判断したときはその理由を具体的に記録します。 
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく

随意契約への変更については、出納局と十分協議し、改
善が必要な事項があればその都度、慎重に対応します。 
 
【出納局】 

入札参加者が１者になった場合の対応方法を規定し
た「三重県物件関係１者入札対応について」を各所属に
改めて周知するとともに、各所属が１者入札の有効性を
判断したときはその理由を具体的に記録するよう指導
しました。 
なお、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に

基づく随意契約への変更については、地方公共団体が行
う物件関係の調達は一般競争入札が原則であることか
ら、今後も各所属と十分協議し、慎重に判断していきま
す。 

農水商工部 
 
出納局 

（３）予定価格の算定における経済面への考慮について【意見】 
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委託業務について、前年度の契約先から見積もりをとることが多いことなどか
ら、業務内容が変わらない限り、予定価格は一定にしている場合が多いとのこと
であった。しかし、より経済的に業務委託をするためには、前期の実績工数を提
示させ、前期見積と比較するなどにより無駄に工数がかかっていないか、見積が
大きすぎないかどうかを検討することが望ましい。 

【農水商工部】 
予定価格を設定するための積算について、過去の委託

業務の工数及び数量等を提示させるとともに、業務見積
りに無駄がないかなど、検討することにしました。 

農水商工部 

（４）生産物の払い下げ基本価格の設定について【意見】 

 

「いちご」について良品に品質が満たないものについても低料金にて別途販売
の対象としているが、決裁伺いによる承認の対象に含まれていなかった。  
販売価格の適切性を担保するため、良品に満たない品物についても販売価格につ
いて決裁による承認を得ることが望ましい。  
また、販売価格が常に最新であることを担保することや販売価格の更新が適宜

適切に実施されていることを確認できるようにするためにも、販売価格の一覧表
を作成するとともに、更新日を記入するような形で一覧表を作成することが望ま
しい。 

【農水商工部】 
生産物の払い下げ基本価格の設定について、良品に満

たない品の販売価格についても決裁による承認を受け
ました。 
 また、販売価格については、品目毎に価格と更新日が
分かる一覧表を作成し、随時更新しています。 

農水商工部 

（５）情報管理に関する研究所固有の取り組みについて【意見】 

 

研究・調査データ等研究そのものの機密保持については個々の研究所の実態に
応じて管理状況が異なるため、情報の管理体制や教育研修に関する事項など研究
所単位で特有な部分についてはより詳細な管理ルールの策定を行うことが望まし
い。 

【農水商工部】 
研究・調査データの取扱について、特に組換えＤＮＡ

実験に関しては農業研究所独自の安全管理規程により
データ情報の適正管理を規定しております。また、全て
の研究課題において研究データの管理を共通のデータ
ベースで管理する規程の策定を進めており、所内評価運
営会議の承認を経て平成 24 年 3 月から導入を図ってい
きます。 

農水商工部 

（６）備品購入費について【意見】 

 

備品購入費について、5万円以上500万円未満の伺については決裁日が様式上記
載する箇所がなかった。決裁日が無いと決裁の時点が客観的に分からない。その
結果、事後承認が横行する要因となってしまう。  
したがって、決裁日を記載する箇所を設けるか押印の下に決裁日を記載し、決

裁時点を明らかにすることが望ましい。 

【農水商工部】 
備品購入費について、物品購入等発注仕様伺いの様式

に決裁日欄を設け、決裁時点が明確になるように改善し
ました。 

農水商工部 

（７）請負工事費について【意見】 

 
サンプルの請負工事の予定価格については、当該解体工事にかかる費用の見積

もり額の設計をＥ社に委託し、その金額をそのまま予定価格としているが、その
【農水商工部】 

平成 22 年度に実施した公共工事（工事請負費）によ
農水商工部 
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金額の妥当性に疑問が生じる。なぜなら、15社中14社について予定価格を基に算
定された最低制限価格を下回っており、結局、入札に参加できたのは一番高い入
札価格を提示した1社のみであったためである。最低制限価格については「三重県
発注の公共工事に係る最低制限価格の運用」にて定められた計算方法にて計算さ
れている。  
予定価格は落札決定するかの基準となる数値であり、その適正化は入札の競争

性や経済性を確保するためには重要となる。予定価格は、「予算の範囲内で、契
約の目的になるものについて、取引の実勢価格、市場価格、需給の状況、履行の
難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする」も
のであり（「三重県会計規則運用方針」より）、その定義に則って積算を行うよ
う定められている。予定価格が不当に高すぎると落札価格止まりし、参加業者の
経費削減努力が損なわれるとともに、予定価格の漏洩の疑いが生じてしまう。ま
た、不当に低すぎると入札が成立せず、再入札になり、余分な経費がかかってし
まう。  
したがって、工事の設計については数社の見積書を取る等、設計額の妥当性を

評価することが望ましい。 

る入札においては、設計業務委託により専門業者に設計
額の算出を依頼し、「施工体制の確保に関する推進業議
会」において公共工事発注支援機関に認定されている財
団法人三重県建設技術センターに支援を受け、適正な予
定価格の設定及び契約事務を行いました。 
 

（８）使用履歴の受払簿への記載漏れ【結果】 

 

園芸研究課倉庫内農薬庫にあるオンコル粒剤（劇物）について受払簿記載の残
高（1,350g）と実際残高（1,165.5g）が異なっていた。また、ロディ乳剤（劇物）
についても受払簿記載の残高（92g）と実際残高（86.3g）が異なっていた。 
同様に、バイテク棟の薬品実査を行ったところ、酢酸（消防法上の危険物）に

ついて、受払簿記載の残高（536.2g）と実際残高（534.0g）が異なっていた。  
受払簿は使用権限がある者が研究に必要な薬品を使用したことを証明する機能

及び、盗難等による薬品の不正利用が発生していないかを定期的にモニタリング
できる機能を持っている。特に毒劇物等は外部の者が持ち出した場合、少量でも
非常に危険な影響をもたらす可能性がある。したがって、受払簿の管理運用は徹
底されるべきである。 

【農水商工部】 
研究所で使用する農薬を含む指定管理薬品は、より厳

正な取り扱いと適正な管理を目的として「三重県農業研
究所薬品管理規程」を平成 23 年度に改正いたしました。 
また新たに 23 年度から「三重県農業研究所薬品管理

システム」を運用することにより、受払簿の記載及び年
2 回実施する保管量調査の事務の効率化、省力化を図り
ました。 
システムから出力した受払簿により、薬品使用の事前

承認及び上席者の確認押印を徹底することにいたしま
した。 

農水商工部 

（９）使用期限の過ぎた薬品の処分について【意見】 

 

有効期限の切れたアグロスリン（有効期限：2008年、農業工学実験棟内に保管）
及び、使用期限の切れたサイコセル（有効期限：2006年、農薬庫内に保管）が発
見された。アグロスリン及びサイコセルは劇物に該当する薬品である。  
有効期限が過ぎてしまった残農薬は本来は使用せずに産業廃棄物として速やか

に処分することが望ましい。また、処分を行った農薬については、研究室として

【農水商工部】 
有効期限の切れた農薬については、使用することなく

容器も含め平成 22 年度内に速やかに処分しました。 
 農薬について、年間の使用量を適正に見積り、処分在
庫が発生しないよう計画的な購入に努めるとともに、保

農水商工部 
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の適正在庫量を検討し、今後処分在庫がでないよう必要最小限の購入に努めるこ
とが望ましい。 

管量調査において有効期限の切れた使い残しの農薬を
確認した場合は速やかに、かつ適正に処分することにい
たしました。 

（１０）備品登録のされていないパソコンについて【結果】 

 

破棄予定であるが備品台帳への登録も廃棄手続もなされていないパソコンが発
見された。このような状況では不正に持ち出し、転売を行っても気付くことがで
きない。  
事実関係の確認を行い、登録ないしは廃棄すべきである。 

【農水商工部】 
当該パソコンについては、1996年 6 月に発売されたも

ので、備品台帳が財務会計システムでの管理に移行した
段階において登録漏れとなった可能性があります。 
当該パソコンは取得から 15 年が経過しており、現状

において使用に耐えるものではないため、廃棄処分いた
しました。 

農水商工部 

（１１）廃棄予定の物品について【意見】 

 

備品台帳に記載されているが、既に使用されておらず廃棄予定であるという説
明を受けた物品が散見された。  
管理担当者は廃棄予定物品として把握しているにもかかわらず、台帳上はその旨
を記載していない。担当者が変わってしまえば、廃棄予定か否か分からなくなっ
てしまい、処分されずに放置されてしまう可能性がある。  
長期間使用されないまま保管することなく、適時有効な処分を行うためには、

当該備品が機能的に利用可能か又は廃棄すべきか否かについて、実査を通じて把
握し、これを記録しておくことが望ましい。 

【農水商工部】 
実査を通じて把握した備品の詳細な状態を台帳に記

載し管理するとともに、管理担当者間の引き継ぎを確実
なものとしました。 

農水商工部 

（１２）連番管理されていない生産物売却時の領収書【意見】 

 

トマト等の農産物を販売した際、その袋に付した半券（金額・日付が記載され
た簡便なもの)が領収書として保管されている。しかし、この領収書は連番管理が
されていない。したがって、売上収入が網羅的に歳入となっているか否かについ
て事後的に確かめることができない状況にある。  
現在は領収書、生産者である園芸課の職員が記載するメモ票及び歳入の原資証

憑となる生産物報告書についての照合を行っておらず、仮に生産物報告書の紛失、
ないしは意図的な廃棄により、正確な金額が歳入として計上されていなかったと
しても、見逃されるおそれがある。  
したがって、領収書、生産物報告書については連番管理した上で、財務システ

ムへの入力前に照合し、網羅的に歳入計上されているか検証することが望ましい。 

【農水商工部】 
「領収書」及び「生産物報告及び処分決議書」につい

て連番管理を行いました。財務システムへの入力前に
は、「領収書の半券」及び「生産物報告及び処分決議書」
を照合し、網羅的に歳入計上されていることを確認して
います。 

農水商工部 

（１３）公有資産台帳と登記簿の整合性について【意見】 
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土地の現況地目が雑種地であるにもかかわらず、登記簿上の地目は畑となって
いた。  
登記簿上の地目変更をするには数万円の費用が必要であるが、今後当該費用等

を勘案し検討することが望ましい。 

【農水商工部】 
地目変更登記について法務局と相談のうえ、現在検討

を行っています。 

農水商工部 

（１４）薬品棚の鍵の管理について【結果】 

 

薬品庫について、薬品を保管する部屋の鍵の保管は適切になされていたが、薬
品棚の鍵は、同じ部屋の一室の棚に無造作にしまわれているだけであった。薬品
管理規程第 5条（薬品の保管）において、「保管庫または貯蔵所は常時施錠し、保
管庫の鍵は薬品副管理者または予め副管理者が指定する管理担当者が保管管理す
る。」とあるように、鍵は管理者が保管すべきである。 

【農水商工部】 
薬品庫及び薬品棚の鍵の管理について、薬品庫・薬品

棚ともに常時施錠し、各課・室の薬品管理者または副管
理者が適切に鍵の保管管理を行うことにいたしました。 

農水商工部 

（１５）農薬の受払簿の管理について【結果】 

 

農薬受払簿を閲覧したところ、平成22年の6月まで上席者の押印がなかった。  
受払簿は作成していたが、上席者への報告は口頭でのみ実施されていたとのこ

とであった。  
毒劇物以外の指定管理薬品についても、口頭のみでなく文書での報告を得るこ

とが必要である。 

【農水商工部】 
農薬を含む指定管理薬品の受払については、システム

から受払簿を出力し事前承認を受けるように、また事前
承認の証跡として上席者の押印を記録に残すようにい
たしました。 

農水商工部 

（１６）実地棚卸の記録について【結果】 

 

指定管理薬品（毒物、劇物等）については、平成 10 年度から平成 21 年 9 月 9
日の間、実地数量が確認された形跡がなかった。平成 21 年 3 月期の状況を質問し
たところ、実地棚卸自体は実施したが帳簿に記録はせず、口頭による確認のみで
あった。劇物・毒物については、流用し悪用される危険性が特に高いため、厳格
な管理が必要である。規程に従い棚卸を実施し、その証跡を記録する必要がある。 

【農水商工部】 
指定管理薬品については、薬品管理規程に基づき年 2

回の保管量調査を実施し、システムから在庫数量を出力
することで証跡を記録するようにいたしました。 

農水商工部 

（１７）毒物、劇物使用についての事前承認【意見】 

 

毒物とポリ塩化ビフェニルについては使用に事前承認が必要であるが、承認が
口頭ベースである。  
危険性の高い毒物、劇物の事前承認については、誤使用や不正使用を牽制・防

止する意味で事前承認が必要である。しかし口頭ベースでは承認があったか客観
的に確認できないため、事後承認が横行する要因になってしまう。したがって、
承認日付と承認印の押印を徹底することが望まれる。 

【農水商工部】 
危険性の高い毒物、劇物を含む指定管理薬品の使用に

ついては、システムから受払簿を出力し事前承認を受け
ることとし、また事前承認の証跡として上席者の押印を
受払簿に記録するようにいたしました。 

農水商工部 

（１８）廃棄予定の農薬について【結果】 
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廃棄予定の農薬については、管理簿にて管理されているものとされていないも
のがあり、管理方法が統一されていない。廃棄予定の農薬は、平成22年度よりパ
ソコン上でデータ管理を行うようになったため、それを機に整理を行った結果生
じたものであるが、廃棄予定月は平成22年11月と廃棄まで期間がある。  
たとえ、廃棄予定のものであっても、農薬類は盗難・流用・不正使用の危険も 

あり、またその毒性から流用された場合の社会的影響が大きいため、実際に廃棄
が行われるまで帳簿管理を継続するように管理方法を統一し、厳密に管理すべき
である。 

【農水商工部】 
廃棄予定の農薬について、廃棄が行われるまで帳簿管

理を継続して行い、厳密に管理することにいたしまし
た。 

農水商工部 

（１９）薬品保管庫・農薬保管庫の鍵の保管について【意見】 

 

薬品保管庫・農薬保管庫の鍵は、鍵のかかるキャビネットに保管されているが、
事務職員全員がキャビネットの鍵の所在場所を把握している状況である。現状、
鍵の管理者は室長とされているが、管理代行者 1 名を選任し、管理者と管理代行
者により厳重管理することが望まれる。 

【農水商工部】 
薬品保管庫及び農薬保管庫の鍵の管理について、各

課・室の薬品管理者と副管理者を予め選任し、厳重に保
管管理することにいたしました。 

農水商工部 

（２０）分室に対する管理体制について【意見】 

 

分室の毒物、劇物、危険物の管理体制が不十分であることが判明した。  
分室は人数も少なく県からの情報も入りにくいことから、研究所主導で管理を

行う必要がある。視察、抜き打ちチェックや報告体制の徹底を行うことが望まれ
る。 

【農水商工部】 
平成 23 年度から研究所企画調整課長が年 1 回以上各

研究室に出向き、指定管理薬品の管理体制の確認をし、
現場において管理の徹底を図ることにいたしました。 

農水商工部 

（２１）公有財産台帳と登記簿の整合性について【結果】 

 

亀山市椿世町（地目 992-2）について、台帳上の取得時公簿面積は 43,585 ㎡と
なっていたが、登記簿によると平成 9年度に分筆し登記簿上の地積は 41,953 ㎡と
なっている。分筆し現状の面積に変更があった以上、取得時の面積は変更すべき
である。台帳で管理されているデータと実物が乖離してしまうのでは、台帳管理
の趣旨が形骸化してしまうため、早期に改善すべきである。 

【農水商工部】 
平成 23 年 3 月、財産管理台帳の面積の訂正を行いま

した。 

農水商工部 

（２２）使用期限の切れた農薬について【意見】 

 

有効期限の切れた農薬は防除庫において保管されている農薬41件中、ほぼ半数
の20件にのぼった。古いものでは1989年の7月に有効期限が切れたもの（エルノー
液剤、627g）もあった。  
農薬の使い残しなどにより、有効期限が過ぎてしまった残農薬は十分な効果が

得られないことが多い。したがって、残農薬は産業廃棄物として速やかに処分す
べきである。農薬の容器を含め、適正な処分は農薬使用者の責務である。 

【農水商工部】 
有効期限の切れた農薬については、容器も含めて平成

22 年度内に速やかに廃棄処分を行いました。 
農薬について、年間の使用量を適正に見積り、処分在

庫が発生しないよう計画的な購入に努めるとともに、保
管量調査において有効期限の切れた使い残しの農薬を

農水商工部 





 23 

有意義なものにするための工夫であり、一方、bは、随意契約の方が優位であるこ
とを示すことができるときのみにとる対応である。現状、契約関係の諸手続につ
いては、県の会計規則における要求事項に準じているため下記の意見については、
研究所のみの独断で対応できるものではないものが含まれている。そのため出納
を所管する部署が主導して研究所と協議の上で検討することが望ましい。  
a 関連する事業者・業界団体へのアンケート調査・ヒアリングが考えられる。例
えば、入札参加登録業者に対して、以下のような内容のアンケートやヒアリング
を行うことが考えられる。  
① 一般競争入札の発注情報をどこで知ったか  

② 発注情報を得ていたにもかかわらず、一般競争入札に参加しなかった時の理由 

③ 現行制度の不満点はあるか  
 
なお、２については、アンケートを有用なものとするために、業務範囲外のため
参加できなかったという理由は除く必要がある。  
b 特殊な技術やノウハウが要求される業務については、地方自治法施行令第167条
の2第1項第2号に基づく、随意契約への変更が考えられる。この理由が相当である
か否かについては、慎重に判断する必要がある。例えば、1者応札しか見込めない
現状であって、それが特殊な技術やノウハウが要求されるという理由になるので
あれば、毎期、その理由について継続的にそのことがいえるかどうかの判断を行
う必要がある。このような手続上のインフラを整備した上で、随意契約への変更
措置をとらなければならない。この際、次のようなことに気を付ける必要がある。 
① 現状、契約に関する会議において、議事録は特に要求されていないが、契約方
法の検証は非常に重要なことであることから、議事録をとる必要がある。議事録
は、いつ、誰が、どのようなことを、どのように、何を決定したかを明確にする
ために必要である。そして、可能であれば、金額が大きいなどの、重要な委託業
務などについては、議事録の要旨をホームページ上で公開する  

② 他社との競争が可能な部分については、切り離して発注する  

性、透明性、競争性の観点から原則一般競争入札を実施
しています。 
それでも１者入札となる場合には、出納局が示す「三

重県物件関係１者入札対応について」（平成 23年 3月 30
日再周知）に基づき適切に対応し、１者入札の有効性を
判断したときはその理由を具体的に記録します。 
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく

随意契約への変更については、出納局と十分協議し、改
善が必要な事項があればその都度、慎重に対応します。 
 
【出納局】 

入札参加者が１者になった場合の対応方法を規定し
た「三重県物件関係１者入札対応について」を各所属に
改めて周知するとともに、各所属が１者入札の有効性を
判断したときはその理由を具体的に記録するよう指導
しました。 
なお、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に

基づく随意契約への変更については、地方公共団体が行
う物件関係の調達は一般競争入札が原則であることか
ら、今後も各所属と十分協議し、慎重に判断していきま
す。 

（２）予定価格の算定における経済面への考慮について【意見】 

 

委託業務について、前年度の契約先から見積もりをとることが多いことなどか
ら、業務内容が変わらない限り、予定価格は一定にしている場合が多いとのこと
であるが、より経済的に業務委託をするためには、前期の実績工数を提示させ、
前期見積と比較するなどにより無駄に工数がかかっていないか、見積が大きすぎ
ないかどうかを検討することが望ましい。 

【農水商工部】 
予定価格を設定するための積算については、過去の実

績工数や見積額、市場調査等により無駄な工数や割増見
積がないか等を精査し、適切な会計事務に努めていま
す。 

農水商工部 
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（３）薬品の受払簿の運用状況について【結果】 

 

薬品の保有残量について、一部を除き、計量していなかった。また、保有残量
調査の際にも、薬品の残量ではなく、薬品を入れる瓶の数量を年1回確認するだけ
であった。  
しかし毒物・劇物管理規定第3条では、「使用する毒劇物については毎年度、受

払簿を持って、その数量を管理する。」とあり、また同規定第8条には「年2回(9
月及び3月)に保管量を調査する」と棚卸の明記があるが、実際はいずれも当該規
定が遵守されていなかった。  
さらに同規定第5条には、「薬品室の薬品庫に保管し、薬品庫は常時施錠する」

と規定されているが、部屋に施錠がなされているのみで薬品庫には鍵は付されて
いない。  
「規定上の「保有量の確認」を「本数の確認」と解釈し、毒劇物についてはア

ジ化ナトリウムを除き、残量管理をしていなかった」とのことである。  
毒劇物については少量で致死量となるものもあるため、計量を行った上で残量

管理をしていないのは問題である。また毒劇物に該当しない薬品についても、他
の研究所にならって、計量を行った上で残量管理をすることが必要である。 

【農水商工部】 
H23 年度から、新たに策定した「三重県畜産研究所毒

物・劇物管理規程」に基づき、毒劇物等受払簿を改訂使
用するとともに、未使用本数及び使用本数の記帳だけで
はなく、使用中の薬品については設置した計量器で風袋
込の試薬重量を確認記帳するよう改善しました。 
 また、管理者によって、年 2 回の在庫点検、チェック
を実施しています。 

農水商工部 

（４）毒物・劇物・農薬の施錠管理について【意見】 

 

マイルドホルム10Nについては数量が多く、施錠されない棚の外に保管されてい
た。  
保管する部屋には施錠がなされていたが、毒物劇物管理規定第 5 条では、「毒

劇物は全て薬品庫の保管庫に保管し、保管庫は常時施錠する」とあり、「保管庫
の鍵は劇物副管理者が管理する」とある。このような状況は規定違反である。他
の研究所に習い、部屋の施錠だけではなく、薬品庫の施錠をすることが必要であ
る。 

【農水商工部】 
 マイルドホルムは使用予定が無いため H22 年度末で 
廃棄処分しました。 
 施錠について、薬品棚下段ロッカーの施錠設備が無い
箇所へは、鎖とナンバーキーを組み合わせて施錠可能に
しました。また、施錠設備の老朽化によって施錠不能で
あった箇所の設備を H22 年度末に改修するとともに、収
納しにくかった薬品用に、新たに施錠可能な薬品ロッカ
ーを 2 セット増設して対処しました。 

農水商工部 

（５）納品書の連番漏れについて【結果】 

 

鶏卵の販売における代金の入金管理については、連番管理はされていたが、納
品書の綴りから一部抜き取られたような跡が発見された。  
書き損じ分の納品書を廃棄してしまったということであるが、これでは連番管

理をしている意味がない。  
そもそも納品書に連番を付す意味は、網羅的に収入を把握しているか検証し、

収入金の不正流用を防止することにある。これを念頭において、収入と納品書金

【農水商工部】 
H23 年度以降、書き損じた納品書については切り離し

て廃棄する事なく、そのまま保管するように改善しまし
た。 

農水商工部 
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a 品質の向上と入札参加範囲が両立できる範囲内での入札参加条件の緩和が考え
られる。 
b 関連する事業者・業界団体へのアンケート調査・ヒアリングが考えられる。例
えば、入札参加登録業者に対して、以下のような内容のアンケートやヒアリング
を行うことが考えられる。  
① 一般競争入札の発注情報をどこで知ったか  

② 発注情報を得ていたにもかかわらず、一般競争入札に参加しなかった時の理由 

③ 現行制度の不満点はあるか  
 
なお、②については、アンケートを有用なものとするために、業務範囲外のた

め参加できなかったという理由は除く必要がある。  
c 特殊な技術やノウハウが要求されるため、1者応札しか見込めない業務 につい
ては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく、随意契約への変更が考
えられる。ただし、この理由が相当であるか否かについては、慎重に判断しなけ
ればならない。例えば、1者応札しか見込めない現状であって、それが特殊な技術
やノウハウが要求されるという理由になるのであれば、毎期、その理由について
継続的にそのことがいえるかどうかの判断を行う必要がある。そして、このよう
な手続上のインフラを整備した上で、随意契約への変更措置をとらなければなら
ない。この際、次のようなことに留意することが望ましい。  
① 契約に関する会議において、議事録は特に要求されていないが、契約方法の検
証は非常に重要なことであることから、議事録をとる必要がある。しかし、議事
録は、いつ、誰が、どのようなことを、どのように、何を決定したかを明確にす
るために必要である。そして、可能であれば、金額が大きいなどの、重要な委託
業務などについては、議事録の要旨をホームページ上で公開する  

② 他社との競争が可能な部分については、切り離して発注する 

地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく
随意契約への変更については、出納局と十分協議し、改
善が必要な事項があればその都度、慎重に対応します。 
 
【出納局】 

入札参加者が１者になった場合の対応方法を規定し
た「三重県物件関係１者入札対応について」を各所属に
改めて周知するとともに、各所属が１者入札の有効性を
判断したときはその理由を具体的に記録するよう指導
しました。 
なお、地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に

基づく随意契約への変更については、地方公共団体が行
う物件関係の調達は一般競争入札が原則であることか
ら、今後も各所属と十分協議し、慎重に判断していきま
す。 

（３）予定価格の算定における経済面への考慮について【意見】 

 

委託業務について、主に前年度の契約先に参考見積もりを採り、また過去の契
約額等を参考にして予定価格を設定しているとのことであるが、より経済的に業
務委託をするためには、前期の実績工数を提示させ、前期見積と比較するなどに
より無駄に工数がかかっていないか、見積が大きすぎないかどうかを検討するこ
とが望ましい。 

【農水商工部】 
 予定価格を設定するための積算については、過去の実
績工数、市場調査等により精査し、適切な会計事務に努
めています。 

農水商工部 

（４）薬品の受払簿の運用状況について【結果】 
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薬品の一部の受払簿について、平成21年度は作成していなかった。毒劇物等は、
少量でも致死量となる。受払簿での入出管理と定期的な残高管理の双方が行われ
ることによって不正な利用や盗難などを把握しうるため、受払簿が作成されてい
ないことは管理上問題である。また毒劇物等に該当しない薬品についても、他の
研究所にならって、受払管理を実施することが、管理上有用であると考えられる。 

【農水商工部】 
 薬品を適確に管理していくうえでは受払簿の整備が
不可欠であると認識しています。一部不備のありました
受払簿について、平成 22 年度以降は整備を徹底してお
り、薬品を使用する職員に対し、あらためて受払管理を
適確に行うよう徹底しました。 
 また、毒劇物以外に、薬事法で定められた毒劇薬につ
いても、平成 23 年度から受払簿を整備し、適正な管理
を行っています。 

農水商工部 

（５）薬品庫の鍵の管理について【意見】 

 

組織実験室に設置されている薬品庫については、薬品庫の鍵が隣接する細菌実
験室の机の抽斗で管理されていること、及び、組織実験室の施錠が日中はなされ
ていなかった。  
組織実験室内の薬品庫には劇物が管理されていることを考慮すると、現在の鍵

の管理状況は問題であり、不正な流用及び盗難を防止するため、より厳重に管理
されることが望ましい。 

【農水商工部】 
 薬品庫の鍵の保管については、施錠できるキーボック
スを設置し、より厳重な管理体制の構築を行いました。 

農水商工部 

（６）薬品の計量方法について【意見】 

 

実際保有量を測り、毒物及び劇物について研究所作成の調査報告書（平成22年3
月16日付け）とその後の使用を記録した受払簿との合計との一致を確かめた。  
その際、職員は厳密な計測のためにホルマリン（劇物）の原液を一旦別の容器

に移し替え、移し替えた容器の重さを差し引いた秤を用いて容量を計測していた。
この方法によった方が正確に残高を検証できるが、「三重県水産研究所毒劇物等
管理規定」「第6条毒劇物等の使用」では「3毒劇物の使用時には有害性、危険性
を考慮し、極力薬品の使用量が少なく、廃液等の発生が少ない手法を用いる等、
環境負荷低減等に努める。」旨が規定されている。安全面や計量のために移し替
えた容器の洗浄により廃液が発生することを考慮すると、継続的な実施を前提に
風袋込みで計量するのが望ましい。 

【農水商工部】 
 ホルマリンについては、規定に基づき、薬品の使用や
廃液の発生が少なくなるよう、風袋込みで計量する方法
に改めました。 

農水商工部 

（７）塩化カリウムの保管について【意見】 

 

倉庫棟において塩化カリウムの入った段ボールが発見された。塩化カリウムは
指定管理薬品には分類されておらず、人体への影響が少ないとの理由から残量検
査の義務は規則上ないが、大量投与により人体に影響を及ぼす薬品であり、その
使用による死亡例もある。指定管理薬品に分類されない薬品であっても、保有量

【農水商工部】 
 指定管理薬品に分類されない薬品であっても、保有量
と危険性を勘案して指定管理薬品と同様に受払簿を整
備するなど、適確な管理を行うとともに、その使用見込

農水商工部 
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と危険性を勘案して指定管理薬品に準じた管理を検討することが望まれる。 の精査等を行い。不要薬品は廃棄いたしました。 
 また、倉庫棟で保管している塩化カリウムについて
も、２２年度内に廃棄いたしました。 

（８）通帳について【意見】 

 

研究所が保有している通帳を閲覧したところ、使用されていない口座（常時払
用）が発見された。  
平成21年度から旅費についての取り扱いが県の規則上変更されたことにより、

従来常時払で対応していた職員の移動先で使用した駐車料について、後日申請に
よる精算が可能となったため、できるだけ現金を持たないようにするという方針
のもと、従来常時払で対応していた他のものについても、請求書をもらい後日振
込としたとのことであった。  
これら常時払用口座を使用しない試みは、平成22年度からの試験的な取り組み

のため、現在当該通帳は残してあるとのことであるが、使用していない通帳は不
正に利用されるおそれがあるため、今後の使用実績に留意し、利用が見込まれな
いのであれば解約を検討することが望ましい。 

【農水商工部】 
 常時払用口座については、着払いの宅配料金の支払い
用として必要との結論に至り、口座を維持することとし
ました。 
 なお、不正利用が発生しないよう、金庫にて適切に管
理しています。 

農水商工部 

（９）雑入について【意見】 

 

諸収入（雑入）のうちの１件について、内容的には受託事業収入のものがあっ
た。  
雑多な科目である雑入は収入の内容が分からないため、できる限り使うべきで

はないし、他の同様の内容の収入については受託事業収入に計上されていること
から、他年度との比較を行う際にも比較可能性が失われてしまう。  
したがって、受託事業収入とすることが望ましい。 

【農水商工部】 
 諸収入（雑入）から受託事業収入に変更しました。 

農水商工部 

（１０）共同研究の事業費の積算について【意見】 

 

毎期行っている事業で独立行政法人水産総合研究センターからの受託事業であ
る「平成21年度資源評価調査事業」について、契約書と事業費の積算資料を確認
した。当契約では、当所は資源評価を行い、独立法人水産総合研究センターより
委託費を受け取ることになっている。契約書によると当所の受取金額は、契約金
額かもしくは実費のうち小さい金額となっている。当事業で当社が負担する経費
の大部分を占めるのは船舶燃料費（平成21年度は9,180千円）である。船舶燃料費
については単価×予定使用料（リットル）で計算されている。単価は契約当初の
市場価格を参考につけられるが変動が激しい場合大きく予算を上回る（下回る）
ことがある。しかし、委託契約書の第8条では「委託費の確定額は、委託事業に要

【農水商工部】 
 このような事例が発生した場合には、事業内容（事業
費）を精査し、変更契約を行うよう協議します。 

農水商工部 



 29 

した経費の実支出額と委託費の限度額のいずれか低い額とする」としており、実
際の経費の額が当初契約した委託費の確定額を下回った場合は実費になるが、上
回った場合に損失が発生する。よって、当所が不利な契約となっているといえる。 
実際に実費が上回った場合は、他のところに割当てられた予算をカットしたり

予定していた調査の一部を中止し燃料費に回すことで対応しているが、これでは
当初予定していた調査に支障をきたす可能性がある。船舶燃料費等、当所の業務
の効率性と関係ない部分での経費の増加については、追加の委託料を受け取るこ
とができるようにするなど先方との協議を行うことが望まれる。 

（１１）執行伺の決裁日付の記載漏れについて【結果】 

 

修繕費及び委託契約に関する執行伺について、決裁日付が記載されていないも
のが散見された。  
修繕・委託契約に限らず、支出事務については、必ず事前に執行伺や入札伺を

作成し、承認を得ることとなっており、執行伺の承認が得られたか否かは、承認
押印のみでなく、決裁日付の記載が重要となってくる。決裁日付が記載されてい
ないと、適切に承認を得た支出かどうかが不明であり、事後決裁となっているお
それもある。現状は、日付未記載のものの件数は少なく、明らかに事後決裁とな
っているものは発見されなかったが、日付未記載が容認されると、事後決裁の支
出が頻発するおそれもあるため、決裁日付の記載を徹底するべきである。 

【農水商工部】 
 職員に対して決裁日付の記載を徹底しました。 

農水商工部 

（１２）掛売カードの管理について【意見】 

 

掛売カードの使用頻度は週に数回であるが、使用簿が作成されていなかった。
消耗品等を購入する際は購入伺を作成し、支払の際は月に1回送付されて来る請求
書と購入伺を突き合わせてから支払処理をしている。しかし、現状では不正使用
は事後的にしか分からないため、使用頻度が多いことを鑑みても使用簿を作成し
不正使用を牽制することが望ましい。 

【農水商工部】 
 掛売カードの使用簿を作成し、使用にあたっては使用
簿へ記載するよう職員に徹底しました。 

農水商工部 

（１３）実地棚卸について 

【結果】   

三重県水産研究所薬品管理規定上、劇物・毒物については、受払簿を作成（第6
条）し、年2回の実地棚卸を行うこと（第10条）が規定されている。しかし、鈴鹿
水産研究室においては21年度は薬品受払簿を作成していなかった。その経緯は不
明であるが、薬品の盗難・紛失等の有無を遅滞なく把握するため、棚卸調査のみ
ならず、受払を継続的に記録することは不可欠である。 

【農水商工部】 
 一部不備のありました受払簿について、平成 22 年度
以降は整備を徹底させており、薬品を使用する職員に対
し、あらためて受払管理を適確に行うよう徹底しまし
た。 

農水商工部 
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（ア）見積書やカタログより決定している場合  
特注品等の多くの企業が扱っていないものや比較的高額なもの等、一部のケース
については、取扱業者から見積書を入手し、その価格をもとに予定価格を決定し
ている。その見積書は購入伺に添付されることで証拠として残される。  
ただし見積書の妥当性については特に検討方法はルール化されておらず、見積書
の金額をそのまま予定価格とするか、見積書よりいくらか下回る金額を予定価格
としているケースが多い。  
（イ）インターネットや口頭確認により決定している場合  
多くの企業が扱っているものを購入する場合に、インターネットでの検索結果等
をもとに予定価格を決定しているケースが見られる。インターネット等にて得た
情報については、特に取り扱いが決まっておらず、それらの情報から決定した予
定価格については、根拠書類が残されていない。  
また、研究所においても、特に予定価格の算定に関する明確な規程はなかった。 

予定価格は落札決定する基準となる数値であり、その適正化は入札の競争性や経
済性を確保するためには重要となる。  
予定価格は、「予算の範囲内で、契約の目的になるものについて、取引の実勢

価格、市場価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を
考慮して適正に定めるものとする」ものであり（「三重県会計規則運用方針」よ
り）、その定義に則って積算を行い、妥当な予定価格を決定することが望まれる。
予定価格が不当に高すぎると落札率が高止まりし、参加業者の経費削減努力が損
なわれるとともに、予定価格の漏洩の疑いが生じてしまう。また、不当に低すぎ
ると入札が成立せず、再入札になり、余分な経費がかかってしまう。特に入札参
加者が少数であることが予想される場合においてその業者から入手した見積書の
みで予定価格を決定することは、予定価格の漏洩につながり、参加業者の経費削
減意欲が損なわれてしまう。  
入札の経済性、競争性、公平性を期すためにも、予定価格については数社の見

積書を取る等、その妥当性を十分に検討する必要があると思われる。また、次回
同じような物品を購入する際の参考になるため、文書として残しておくことが望
ましい。  
また、予定価格の算定過程について明確な規定がないため、予定価格の算定過

程について三重県にて明確な規定を設けることが望ましい。 

【農水商工部】 
 入札の経済性、競争性、公平性を期するために、予定
価格の算定については、実勢価格、市場価格等を適切に
調査して積算するとともに、当該積算資料を添付し、適
切な会計事務に務めています。 
 
【環境森林部】 

入札の経済性、競争性、公平性を期するために、予定
価格の算定については、実勢価格、市場価格等を適切に
調査して積算するとともに、当該積算資料を添付し、適
切な会計事務に努めています。 
 
【出納局】 

予定価格を設定するための積算金額については、実勢
価格、市場価格等を適切に調査して積算するとともに、
当該積算資料を添付するよう各所属を指導しました。 
出納局検査において、これらの状況を抽出にて確認

し、資料の添付漏れ等のあった一部の所属に対して指導
を行いました。 

出納局 

（２）知的財産管理事務取扱マニュアルの更新について【結果】 

 
三重県においては、平成20年において三重県科学技術振興センターが廃止され

ているが、知的財産管理取扱マニュアルや知的財産管理事務取扱要領に記載され
【健康福祉部、環境森林部】 
平成 23 年 3 月 31 日付けで改正された「知的財産管理事

健康福祉部 
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ている名称が「科学技術振興センター」の名称で現状も記載されており、組織改
編に伴う更新がなされていなかった。  
各研究所においては、現時点においても当該マニュアルに準拠した事務処理を

行っているが、現状の組織形態と合致していないため形式上は各研究所が準拠す
べきマニュアルかどうかが不明確である。  
組織再編に応じてマニュアル類を適切に更新していく必要があるとともに、各

研究所単位で管理していない事項については業務に不足が生じないように本庁に
て管理していることを明確にする必要がある。 

務取扱マニュアル（知的財産管理事務取扱要領を含む）」
に基づき適切な事務処理を行っています。 
 
【農水商工部】 
「知的財産管理事務取扱マニュアル（知的財産管理事務
取扱要領を含む）」については、ともに平成 23 年 3 月 31
日付けで改正しており、新しいマニュアル（要領含む）
に基づいて適切な事務処理を行っています。 

農水商工部 
 
環境森林部 
 

（３）知的財産に係る台帳の充実化について【意見】 

 

知的財産の管理台帳として、各年度の収入が記載された表（「試験研究機関等が
保有している知的財産権の実施許諾数」）と、登録補償金及び各年度の登録料が記
載された「特許等登録年金一覧表」が確認されたが、当初申請時から現在に至る
までの累積費用も合わせて管理し、特許取得全体に関する収益性をより明確に把
握することが望ましい。 

【健康福祉部】 
知的財産の管理台帳については、農水商工部で一括管

理しています。 
平成 22 年度以降に出願した特許等については「特許

等知的財産経費一覧表」を新たに作成し、出願から取得、
維持、消滅に至るまでの一連の経費を管理し、収益性が
より明確になるよう改善されています。 
なお、保健環境研究所においては、平成 22 年度以降

に特許等の出願実績はありません。 
 

【農水商工部】 
知的財産の管理台帳については、農水商工部で一括管

理しています。 
平成 22 年度以降に出願した特許等については「特許等
知的財産経費一覧表」を新たに作成し、出願から取得、
維持、消滅に至るまでの一連の経費を管理し、収益性が
より明確になるよう改善しました。 
 

【環境森林部】 
知的財産の管理台帳については、農水商工部で一括管

理しています。 
平成 22 年度以降に出願した特許等については、農水

商工部において「特許等知的財産経費一覧表」が新たに
作成され、出願から取得、維持、消滅に至るまでの一連
の経費を管理し、収益性がより明確になるよう改善され
ています。 

健康福祉部 
 
農水商工部 
 
環境森林部 
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（４）知的財産継続保持の判断について【意見】 

 

特許権継続の判断において、現状、維持費を上回る収入がないものは原則取り
下げるという慣習があるが、特に明文化は行われていない。内規等により目安を
例示することが望ましい。 

【健康福祉部、環境森林部】 
平成 23 年 3 月 31 日付けで改正された「知的財産管理

事務取扱マニュアル」に明記され、新しいマニュアルに
基づいて適切な事務処理を行っています。 
 

【農水商工部】 
平成 23 年 3 月 31 日付けで改正した「知的財産管理事

務取扱マニュアル」に明記し、新しいマニュアルに基づ
いて適切な事務処理を行っています。 

健康福祉部 
 
農水商工部 
 
環境森林部 

（５）知的財産の実施許諾料の見直しルールについて【意見】 

 

知的財産の許諾使用料について、特許権、意匠権、実用新案権については「県
特許権等の実施許諾に関する取扱要領」にて規定されており、農業研究所で保有
している育成品種にかかる許諾使用料については、「三重県職務育成品種に関す
る運営要領」及び「職務育成品種規程の細部運用の規程」の第2の2及び「三重県
職務育成イチゴ品種「かおり野」に関する運営許諾要領」第4に定めている。  
しかし、各要領においては許諾使用料の見直しには触れられておらず、見直し

に関する明確なルールが定められていない。  
知的財産に係る使用料を算定するための実施料率等に関しては状況に応じて見

直されるべき要素が含まれているケースや市場の動向を考慮して設定しているケ
ースもあるとのことであり、要領等において定期的に見直しを行うことを明文化
したうえで見直しを実施することが望ましい。 

【健康福祉部、環境森林部】 
平成 23 年 3 月 31 日付けで改正された「知的財産管理

事務取扱マニュアル」に明記され、新しいマニュアルに
基づいて適切な事務処理を行っています。 
 

【農水商工部】 
平成 23 年 3 月 31 日付けで改正した「知的財産管理事

務取扱マニュアル」に明記し、新しいマニュアルに基づ
いて適切な事務処理を行っています。 
 

 

健康福祉部 
 
農水商工部 
 
環境森林部 
 

（６）研究テーマごとの支出把握について【意見】 

 

一部の研究所では、研究テーマごとの支出実績について、エクセル等で管理を
行っていたが、事務手続きにおいて義務付けられているものではなく、自主的に
行っているとのことであった。他の研究所においては、研究所全体の支出につい
ての把握は行っているものの、研究テーマごとの支出についての管理は行われて
いなかった。  
研究テーマごとの支出実績管理は、研究テーマがどの程度のコストで達成され

るかを把握するために有用な情報であり、かつ、県費が適切に使用されているか
否かを計るためには重要な要素であるため、いずれの研究所においても実施され
ることが望ましい。  
しかしながら、研究テーマごとに支出実績を把握している研究所においても、

【健康福祉部】 
 研究テーマごとの費用対効果の評価については、研究
計画書や研究工程表等を用いて、平成 23 年度新規研究
からは人件費を含めたコスト面からも評価を行ってい
ます。 
 

【農水商工部】 
農水商工部所管の全ての研究所において、研究テーマ

ごとの支出については、エクセルシートを利用して予算
に見合う執行、管理を行っています。 

健康福祉部 
 
農水商工部 
 
環境森林部 
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研究員の人件費については研究所の予算管理の中に含まれておらず、支出実績額
としても把握されていないこと、業務補助職員等についても、勤務時間を、明確
に特定の研究テーマに関連付けられない。  
そのため、いずれの研究所においても研究テーマごとの成果については、その

評価制度が確立しているが、研究所にて取り組んでいるテーマにどれだけのコス
トがかけられているか、コストに見合った効果が得られているか、という費用対
効果の側面については残念ながら計られていない。 
研究テーマごとの勤務実績管理を精緻に行うことは容易ではないが、まずは、

業務日報を行うなどしてより正確なコスト管理を志向し、さらに意義深い研究評
価をすることが望ましい。 

また、テーマに対するコスト把握は、外部評価会議に
おいて事前、中間、事後に実施しており、県費が適切に
活用できているかの指標としています。 
人件費を含んだ費用対効果の検証については、どのよ

うな手法が適切であるか等について検討を加えてまい
ります。 
 
【環境森林部】 

研究テーマごとの支出実績管理については、エクセル
シートにより進捗管理を行っています。 
また、費用対効果については、研究テーマごとの勤務

実績管理を行う必要があり、より正確なコスト管理を行
うため、まずは業務日報の整備を進めています。 

（７）契約履行能力の確認について【意見】 

 

水産研究所の平成21年度収入において倒産契約解除に係る違約金が2,589,010
円計上されている。このうち2,539,870円は平成21年度において委託先として選定
しA社が期中に倒産したため、委託事業を続行できなくなったことによる違約金で
あり、契約書に基づき（契約額－出来高）×10％の違約金を得ている。  
入札資格の確認が問題となるが、入札資格は、三重県会計規則第61条において

下記のように規定されている。  
一 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得
ない者であること  
二 令第167条の4第2項に該当する者でないこと  
三 県税又は地方消費税を滞納している者でないこと  
なお、二号において規定されている地方自治法施行令第167条の4第2項とは、契

約履行時の不正や契約妨害等があった場合は、入札参加に関して、停止措置をと
ることができるという内容である。  
水産研究所は、契約先が1号～3号に該当しないことを確認しており、契約自体

は規程に基づいて適切に行われている。しかし、A社との最終の契約日は平成21年
7月6日であるが、その後まもなく倒産し、平成21年10月16日に「委託業務続行不
能について」の文書を入手している。「債務者代理人からの受任通知並びにお願
い」によると、A社は、平成17年度以降売上低迷により財務状況が悪化し、最終的
に11億円を超える債務超過が発生していることから、契約時点においても相当財
務状況が悪化していたものと推測される。そのような状況を確認することなく委

【農水商工部】 
契約履行能力の検討については、出納局が平成 24 年 4

月から県の物件関係契約では随意契約も含めて原則と
して「電子調達システム利用登録事業者」若しくは「財
務会計システムの共通債権者（物件契約）」を対象に発
注する方法を導入予定であり、これに従い契約相手方の
情報の適切な把握・管理に努めながら会計事務を進めま
す。 
 

【出納局】 
三重県では、平成 19 年 6 月から物件関係の入札参加

資格者名簿を廃止して広く入札参加者を求めています
が、平成 24 年 4 月からは県の物件関係契約では随意契
約も含めて原則として「電子調達システム利用登録事業
者」若しくは「財務会計システムの共通債権者（物件契
約）」を対象に発注することとしており、契約相手方の
情報の適切な把握・管理に努めます。 

農水商工部 
 
出納局 
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託先を選定した結果、契約途中で委託先が倒産し、研究目的が達成されないこと
に加え、緊急雇用対策目的も果たされないこととなってしまった。  
このような損失を被ることに備えて、上記 3 事項に追加して、契約締結時に、

決算書や現在業者が請け負っている事業内容の把握を通じて相手先の内情の把握
をし、契約履行能力の有無を把握することが望まれる。 

（８）情報管理に関する研究所固有の取り組みについて【意見】 

 

「情報セキュリティ実施手順」作成の対象外（三重県が組織として管理する情
報システム及びネットワークの範囲外）とされる畜産研究所・保健環境研究所に
おいては「情報セキュリティ実施手順」は作成されていない。しかし、このよう
な研究所においても、例えばUSB等の利用によって重要な研究データを流出する危
険性や、火災等により滅失する可能性は否定できないため、「情報セキュリティ
実施手順」に準じ、情報の重要性について検討することが望まれる。  
また、「情報セキュリティ実施手順」を作成している研究所についても、詳細な
情報管理マニュアルの作成が必須であると結論付けている研究所はなく、工業研
究所が独自で記載したマニュアルを作成しているのみである。しかし、研究所に
おいては、知的財産など重要な情報資産に該当する機密情報を保有していると考
えられるため、このような特性を持った情報の重要性についても再考することが
望まれる。そして、重要と判断された情報資産については、特別なセキュリティ
対策を講じるとともに、情報の外部バックアップを実施する等の対策が求められ
る。  
個々の研究所の実態や情報資産の質に応じて、情報セキュリティ対策を記載し

たマニュアルや要領の作成の必要性について検討することが望まれる。 

【健康福祉部】 
 情報の重要性、情報資産の質に応じた情報セキュリテ
ィ対策をはかるため「情報管理マニュアル」を規定し、
情報管理に取り組んでいます。 
 
【農水商工部】 

県の「情報セキュリティ実施手順」に基づく管理の実
施に加えて、それぞれの分野による研究所独自の「情報
セキュリティ対策要領」の新たな策定を進めてきまし
た。正式に策定が承認されたものから、平成 23 年度中
に順次運用を開始します。 
なお、この要領により、知的財産権などの特殊な情報に
つきましても、機密保護に努めてまいります。 
 
【環境森林部】 

ご指摘の趣旨を踏まえ検討した結果、「情報セキュリ
ティ実施手順」で十分対応可能であり、新たに「情報の
重要性に応じた情報セキュリティ対策を記載したマニ
ュアル作成」は不必要との結論に至りました。 
なお、本手順に基づき、情報資産の保護に努めていき

ます。 

健康福祉部 
 
農水商工部 
 
環境森林部 
 
 

（９）固定資産に対する付保状況について【意見】 
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今回の調査対象研究所は、建物、動産その他高額機器（保健環境研究所及び車
両の自賠責保険を除く）については保険には一切加入していないことが判明した。 
コストを削減するという意識が高いのは大変良いことであるが、高額の精密機

器が故障するリスク等、研究所で実際に機器と接する職員しか把握していないリ
スクがある。購入した建物、動産その他高額機器を安全かつ長期にわたって使用
するには、そういった職員の意見を斟酌する必要があると考えられる。  
購入した備品全てについて検討するのは煩雑であると考えられるため、検討す

るための金額基準等を設け、該当するものに関しては付保を検討することが望ま
しい。 

【農水商工部】 
農水商工部では、建物、動産その他高額機器を多数管

理しており、保険に加入すると、多額のコストが生じる
ことが想定されます。県の場合は、故障等が生じた都度、
修繕、廃棄又は更新を行う方法により対応しており、そ
の結果、年間の保険料と比較するとコストの軽減が可能
であるとの判断から、このような方法により対応してい
るところです。 
 なお、貸借物品等については、賠償額等の算定も必要
となりますので、必要に応じ保険に加入しています。 
 
【環境森林部】 

現在、建物・動産その他高額機器を多数管理しており
保険に加入した場合、多額のコストが生じることが想定
されます。 
県の場合は故障等が生じた都度、修繕・廃棄又は更新

を行う方法により対応しており、その結果年間の保険料
と比較するとコストの軽減が可能であるとの判断から、
このような方法により対応しているところです。 

農水商工部 
 
環境森林部 
 
 

 


